
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  
               

 

 

 

 

 

 

    

 当院のコンタクトレンズ診療に係る点数は以下 

 のとおりです。過去にコンタクトレンズ検査料 

 が算定されている場合には、外来診療料が算定 

されます。 （但し、コンタクトレンズ装用を 

中止して十分な日数が経過している場合には初 

診料が算定されます） 
                      

 

  ◆初診料 ・・・・・ ２９１点 

  ◆再診料 ・・・・・  ７６点 

  ◆コンタクトレンズ検査料１  

         ・・・ ２００点 
 

 

 担当医：北澤 憲孝 （眼科診療経験 24 年） 

 

不明な点は眼科診療部門までお問い合わせください。 
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◆厚生労働大臣が定める掲示 


